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　当市の歳入総額の約半分を占める地
方交付税とは、どのようなものなので
しょうか。また、地方自治体はなぜ借
金をするのかなど、市民の皆さんが疑
問に思っていることにお答えします。

地方交付税って何？

　平川市が平成28年に使ったお金の約半分は、
地方交付税で賄われました(約80億円)。この地
方交付税について簡単に説明すると、税収入が少
ない当市などの地方公共団体でも一定水準の行政
サービスを提供できるように国から交付されるお
金です。国税である所得税、酒税、法人税、消費
税の一部および地方法人税の全額が交付されてい
ます。
　地方交付税には、普通交付税と特別交付税があ
りますが、ここでは大部分を占める普通交付税に
ついて、どのように計算されているか説明します。
　普通交付税がどのくらいもらえるかは、下図の
ように「一定水準の行政サービスを行うために必
要な額」と「税収などの基準となる額」との差に
より計算されます。行政サービスとは、消防、道
路、教育、福祉、産業など様々な分野にわたりま
す。それぞれにかかる必要な額は、人口や面積と
いった国勢調査などの統計調査の結果に基づいて
計算されます。個別に計算されたこの経費を合算
し、「一定水準の行政サービスを行うために必要
な額」(98億円)が決まります。ここから「税収な
どの基準となる額」(26億円)を引いた額(72億円)
が普通交付税として交付されます。

なぜ借金をするの？

　学校や道路を作るには、多額のお金が必要に
なります。その年の収入だけでは支払いができ
ないので、借金をすることになります。これを「市
債(＝市の借金)」と呼びます。これは、皆さん
が住宅や自動車の購入にローンを組むことと同
じことです。
　また、借金をすることにより下図のように「住
民負担の世代間の公平のための調整」をするこ
とができます。
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平川市が一定水準の行政サービスを
行うために必要な額

　平川市は市町村合併で毎年多く普通交付税(臨
時財政対策債を含む)をもらっています。
　平川市は合併したことにより、15年間(平成
32年度まで)は同規模の市町村より多くもらうこ
とができますが、11年目以降の５年間(平成28
年度～ 32年度)でその額は段階的に減額されて
いきます。平成28年度に多くもらった額は、約
６億円となりました。

　市債には様々な種類があり、返済金の一部が
地方交付税で還元されるものもあり、市の負担
が軽くなる場合もあります。たとえば市債のう
ち合併特例債であれば、事業費の95％を借り入
れることができ、返済額の70％が地方交付税で
還元されます。

市債のイメージ（合併特例債の場合）
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問合せ：企画財政課　財政係　☎44-1111
　　　　（内線 1431・1432）

「ハグメグ」
とは？
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Hug（ハグ：抱きしめる）
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ハグメグ支縁員
　独身男女の結婚につながるお手伝いをしていただける「ハグメグ支縁員」を募集しています。
「ハグメグ支縁員」には、謝礼として、年額 10,000 円（ただし、登録された月により支給額
は変わります）、成婚報酬として、１組につき 50,000 円をお支払いします。
　詳しくは、企画財政課企画調整係に問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

独身男女の巡り合いと育みの手助けが出来る
ようにという願いを込め、命名しました。

平成30年度（平成29年分）
給与支払報告書の提出について

　平成29年中に給与・賃金など（パート・アルバイト、
専従者給与を含む）を支払った事業主は、平成30年
１月１日現在で平川市に住んでいるすべての受給者
の給与支払報告書を提出していただく必要がありま
す（地方税法第317条の６）。
　また、支払金額が30万円以下の退職者についても、
公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
　平成30年度（29年分）給与支払報告書の様式につ
いては、税務課窓口において配布しております。総
務省ホームページよりダウンロードすることもでき
ますのでご利用ください。
　給与支払報告書は、給与所得者の市・県民税を決
定する重要な資料となりますので、期限までに必ず
提出くださるようよろしくお願いします。

　平成29年分の市民税・県民税(兼国民健康保険税)
の申告相談および確定申告相談については、市民の皆
さまからのご要望などに配慮し、以下により実施しま
す。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　詳しい日程などについては、広報12・１月号にて
おしらせします。

問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241・1242・1243）

平成30年度（平成29年分）
市民税・県民税の申告相談について

指定地域 日程 場所

碇ヶ関地域 平成30年２月１日(木)
　　　　～２月５日（月）

平成30年２月６日(火)
　　　　～２月16日(金)

平成30年２月19日(月)

平成30年２月20日(火)
　　　　～３月７日(水)
平成30年３月８日(木)
　　　　～３月15日(木)

碇ヶ関総合支所

　婚活支援に取り組んでいます！

募集中！

　市では、今年度より婚活を支援する「ひらかわ
ハグメグ応援事業」を実施しています。この事業
は、事業に賛同して登録いただいた「ハグメグ支
縁員」が独身男女の引き合わせを行い、出会いの
場を創出するもので、現在20名の方に「ハグメ
グ支縁員」としてご協力いただいています。

給与支払報告書にはマイナンバーの記入が必要です

尾上地域

市内全域

本庁舎

※土・日曜日、祝日の申告相談は受け付けしており
　ませんのでご了承ください。

提出期限：平成30年１月31日(水)
提出場所：本庁舎２階　税務課住民税係

問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44-1111（内線1433・1434）

平賀地域
（東部地区）

平賀地域

＜事業者の皆さまへ＞ ＜市民の皆さまへ＞

尾上総合支所

本庁舎

葛川支所

　「ハグメグ支縁員」は随時、独身男女の引き合わせや面会の仲介な
どを行っていますが、その他、定期的に開催する「研修会」や「情
報交換会」に参加し、結婚支援に関するスキルアップに努めたり、
独身男女の情報交換や共有をしています。10月２日に「今どきの結
婚事情とサポートの仕方」をテーマに「研修会」、その後、支縁員同
士での「情報交換会」を開催しました。今年度はあと２回開催を予
定しています。
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